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フ ォ ノ レ ス ト 考

-所 謂 「フ ォ ル ス ト 問 題 J に つ い て の 素 描 -

序 ：

I グリム説

n その他のゲルマニスト説 

ID ロマニスト説’
IV 「フォルストJ の歴史的;^義 

V 站 語

序

同じく- r森林J, を意味して，.「ヴナルト. J と云い， 

[フォルストJ と云う。 今日このふたつの言葉は,前 

者が商ドイツで，また後者は北ドイツにおいてそれぞ 

れ，より一般的に;nいられるというようなことが云わ 

れるとしても，その意!^するところにさして明確な違

、が存しているわけではな、。 しかしより古V、時代 

において人びとは，このふたつの言葉を（同じく r森林J 
には違いないとしても，そこに）何か或る相違した意味内 

容を有する語索と:してパjいていた。例えば，18世紀{こ 

ケー'^が書いた文章のなかに，„nian redet von groBen 
Wiildorn und in ihnen sind einzelne Foi'ste gelcgen" 
との表現が見られるの.もそれを示す例である。

„ W a ! d と;ccう場合, .，-それは, , B e r g w a ldと か Ge- 
birgswalclなどといった云い方をされることが多いよ 

ラに，或る景f説像をま示するものとして;n いられるの 

が普通でもり，そのような場" ^ ,いわば[がぶ物そのも 

のと云った観念とねびついでいるものとしてよかろ 

) 0
ところが, 林業とか森林杯常,あるいは林学という

影 山 久 人

のは, Foi'stwirtschaft であり. ：Porstwissefischaft であ 

る W aldwirtschaft.とは普通んど k われ な 、し,さ 

らに，Waldwissenschaft i いう言葉は/}]いちれない 

そして，.その Forstwirtschaft なり F6rstwissOns^;haft 
なりの対象となるものはViWdである* 即ち，W a ldを 

めぐつて, それを対象とする事，経営さらには科さX: 
などの人間行為をまわすとき， F o i s tとI 、う字がIfれ、 

られているのでもる。

.'.，とまれ， ,<W ald"と " F orst"とは, . これ'を少し詳し 

，くみるならぱ，相違した意味合V、めもとに用!^、られて 

いること力';知られる。では，これらの言葉さらには概 

念は，本来 t'<Dように違い，各々V、かなる本源的な意

とこでは「ヴァルトJ 
f ルストJ とは何か。

味を体したものであったのか 

はfin題とならない。では，「フ

I グリム説

rフォル;V トJ という言集は， そもそも何を意味し 

たのであった力、。これを検时してみることは， ドイツ 

林政史, 林業発達史にとって,いわぱそのぼ論的な意 

味をもつとも考え'られる。'，のみならずそれは，後に•B' 
及されるであろうように‘ ドイツ社会竊济史，圓制史 

研究の上にも少なからざる意義を有するものである。

こ の 「フォルストJ („Forst*— ,Jm'este3'')と 
いう言葉の;i 味ないし概念内密を，その語源研究に結 

びつけて明らかにすることは，かなり古くから，言語 

学者，林学者，また歴史研究者たちによって議論され 

〔きたとこちであった。 rプォルス:ト間題J. (i.Foi-stDro-
注（1 ) Grimm, J. u. W., Deutsches Worterbuch Bd. IV-Hbt, 1 -H a lf .1 S. 6., Siegel, J., Die Veranderungcn des 

Waldbildca im ostlichen Erzgehirge im Wandel del* geschichtliehon Jahrhunderte, Tkam ndter FwstHches Jahr 
buck Bd. 78.1927* S. 91. ,

( 2 ) しのんひし.'?い （は，さしあたり Howistein. von, Wald und M ensch— Waldgesckichte des Alpenvorlandes Dett^ 
ischh"ds,.dsfefヶeM s und.'clの. .S eh m ii; 1% 0.'SS,..1-3 '.お参照, . .

. 59 - .......... -
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プ. ォ ル ス . ト 港

blern*', , / ひ?.ねレsproblem")と称されるものがそれである。

このような言語の問題につ、て，我々が先す’幡いて 

みるのはグリムの古典『ドイツ語辞典j であり，さら 

にまた，語源についての著名な辞典 r クル" ゲ * ドイ 

ッ語語源辞典J であろう。そこではどういう解答が与 

えられている力、。先ず， グリムを見'る。

このゲルブニ;^トの説くところによれば， "Forst" 
は1!.，'高 ド イ ツ 語 ,,foraha'’ (= a b ie sモ'ミ，またはpinus 
マツ. つまりF i i h r e ) 'ないしは，中高ドイツ語の，,vor- 
h a * ' ,新高ドイツ語の，.folire‘'， „f6hre' * ,またとくに

(染合概念としての）..forahaW -一一^そめ語源を有する
. . . ( 3 )
ものでるという

またグリムは，との言葉め意味についてつぎのよう 

な 説 明 を 与 え る .
16 世 紀の 'Maaler もこの，:,,F o r s t " を ',,frori、vald'. 

(wald frdhd ニ heilige v o r ste )として説明しているよう 

に , 中世初期の文書に初めて現われてくる ,,forestis", 
.JToresta" は，それらの個所において [王有林」の意に 

解すべきであると考えられ , r フォルストJ .とは森林

のうちでもとくに艘制林あるいは君主：（ないしt i 主）有 

採 で る ， と説く，では，uforalm'，という一樹種の名

前から生じたとする「プォルストJ が何故王有林と、 

ラ意味に紹ぴついてくるのか。その点について，かれ 

はこう云う。

マルクjt：-有林というのは， 先ず第一に家畜の放牧 

にあてられたま林であるから，それらは飼料となる果

を生ずる仏 '集:樹 林 （とくに，カシ，ブナ〉であること 

が普通であって , これに対し禁制林の場合には針;樹 

林であることを以てその特徴とするのであると。つま 

り'グリムは， ..mark’’ と " forst" .と を 一 今 日 な お ， 

普てザクセンのえキ主直轄林であゥたターラントの森 

( ドレスデンの近く）が針葉樹林であり， これに対して，

■Vルク林であったツラーの森（ナッサウ近く）力';広梁

樹林であるように -「広盤樹林 J 対 r針葉樹林」 と
( 5 )

見る。

た だ し rフォルストJ の語源につ、てのこの説は， 

何もグリムによって最初に云われたといIうわけではな 

く，それはかなり古くより行われてはいたものであっ 

た。例えば，既に 1?世紀後半，シ A トルーヴュという

学者もこの ff/キ源につ'^、て上述のグリム説とほぽ同じよ 

うな見解を示していると云う。

だ力;， „for(a)ha**, „for(a)hahi*' ( ― Fohrenw ald)に 

語源を求めようとするこの見解に対しては，言語史学 

の侧から，また森林史研梵の側から，多くの 2̂ 論がな 

されておひ . 例えぱ次のような点が指摘される。

, / o m かが‘が現われてくる中世初期のドイツ西部な 

いしフランク帝® においては-~^この地域の森林め研 

究の成果から見て—— 針集樹林は非 'おに少なく，むし 

ろ広集樹林が殆んどであったと考えられる。そこで， 

このことよりすれぱ， グ リ ム の よ う に "foraha" と 

..forestis**とを結びつけ， この針集樹種名を以て森林 

一般をま示せしめることにはかなりな無理があるとし

なけれぱならず，従ってこの説は当たらないとされる (V)
のでもる。

また次のことも云われる。

，かれは* „foralia'*, „forahahi*' ( = Fohrenwald)という， 

あくまでも f■森林J そのもののうちに rプォルストJ 

の起源的な意味を見てゆこうとするのであるが.実際 

にメ ロヴィンガ一期文書のなかで最初に現われてくる

„f o r e s t i s "の意味は'-----後にも言及するであ>もうよう

に一 - その個所の :):C脈の中では,何らかの森林と解す 

るよりはむしろ水流での漁獲（権）と考えた方が妥当 

であろうと云われているように，ここでは森牀そのも 

のに拘泥すベきではないとするもので， この反論は有

注（3 ) Grimm, a.a.O., SS. 3-5. '
( 4 )  Ebenda, S. 4,

' ( 5 )  Ebenda, S. 4 , ゆ，グリムはごこで/このfom lm な い し fonilialii：r：̂F6hnmwakiを以 て rク ォ ル ストj 語源とす 

る览力の爽ま性をめ;めるものとして，次のことを衍搞している。

それは， スラヴ韻においてこれと全く招似した現象を则Hすことができるとするものである，即ち， スラヴ萌の 

b o rは p ln u s-fo rh eのことで知るが，この言莱が同時に娘合概念としてのforM h iゥまり針葉樹林を.も意味するの 

である。のみならず，ポーランド語としては，このb o rというすは!/_̂に進んで〔森林一般」の怠となるのであゥて， 

そこに，（代-おめな）成る樹棚ー針猶樹（林〉— 媒林ー搬という，力、れがドイツの rクォルストJ につい't：iざえ 

ているのと全く同じ现象が兄られる，というのである， .
( 6 ) Mantel,K., Sprachgebraiich unci sprachgeschlchtHche Ableitung des Wortes Porst in Forst^eschicktliche Beil- 
. ゲぶが1965, S. 185.

( 7 )  Endres, M., Di6 Ableitung dea Wortes ..Forst", Forstmdsenscha/tiiches Cenlralhldil Bd. LI, 1917, S. 91.
60
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注（8 ) Kaspers, W., Zur Geschichte des Begi-iffes und Wortes Foreslis f.Forst", Forstarchiv Jg, 3 0 ,1959, S. 132.
( 9 )  KIuge-Mitzka, Elymologisclm Worlerhich der deutscheii Spradhe 19. Aufl., 1983, S. 213. この rクルーゲ語源 

'るす典J の旧い版( A .ゲッツェの編廣）では，この「フォルストJ について， ロマニス,ト説に立っており， グリム的 

見解は全く無視されているのであるが，新しく W .ミッカによって編揉されたものになゥて力、ら，本文に述べたよう 

に，ガミルシェ一クその他のゲルマニスチンによる新しい5lf究成果を収り入れつつ，グリム説も有力なものの一つと 

してPf評価されているのである。|V 0,クルト. マンテル教授は，Kluge-G5tze版に:いてグリム説が支配めな見解と 

されていると書いているが（前 搞 の か esc/i/eMな/WガぱかA'が所収論文185貝? 脚）これは誤りであろう。

(10) Endrcs, a.n.O., S. 91.
(11) Hoyci*-UrUundo au3 Nlocloimchsen von 1314 がそれである。

(12) Mantel, a.a.O,, S. 185. .
(13) Kaspers, a.a.O,, S. 132. Mantel, a.a.O., S. 185. ■ ' •
(14) F irst->F orstというようなi - > oの母まま化は，言語史の上で，他にもよくみられるととろであると5；'われる。

(15) Bernhardt, A.' Zur Etymologies des Wortes >iForst**, Z eiisckrift f  iir Forst^ und Jcigdweseii Bd. Ill, 1871, S. 119.
(16) Ebenda, S. 119. ； .
(17) Kaspors, a.a.O,, S. 132. . レ ..'',.
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力とされる。

しかしまた，この説が全く認めちれなくなったとい 

うのて'は勿論ない。

1934年の論文で言語史学者めガミルシエ一クは,基 

本的にはやはりグリム的見解fc速なりつつ，ただ，よ 

'；厳密な言語学的分析を以てするならば， . .F o i - s fの 

語源は，,fo ra h a "にではなく， .,forhist‘，（これは針築樹 

翁林の :なとなる）にまめられるべきであるとの正説 

を唱えている。更にはまた，グリムの辞與と…傭に举 

げ た rクルーゲ • ドイツ語語源辞典J の 最 新 版 （クル 

ーゲt ミツカ版）では，その ,,P orst"項目において，こ 

のグリムニガミルシエーク説を以て有力な觅解と_TA做 

しているのである。

' - .， 

n その他めゲルマニスト説

次に，ホ高ドイツ語の"forosta-", „furista-*-すな 

わち "Fiirst" (=Vofdester, V orsteher)を "Forst" と結 

びつけて，この言葉の語源を考えようとする試みもな 

された。

グ-リ.ム が F o r s tを以て. - Gemeindewald K 対す -る’ 
Fiirstenwald (ないし Heぴem vald)'(春 だ と . し て  

V、る点は碰かに一面の真理を含んで'もん、るのであるが, 
この林業史上の事卖よ.りしても，上記の，,F a m r起源 

説は確かに説得力をもってはいひ£〉。めみならず, 14世 

紀ニーダーザクセンの文書のなかで，同 じ "vorst" と 

いう字が「森林」と •■君 生 （諸侯)」の雨方の意味で用 

いられている事実もあるという。

しかし今日， この ,,FUrst"—"Forst" とみる見解 

は，言語史研究の上力★ は否走されてい( k

更に, ，,First‘> という言葉にこの語源を求めようと 

する'説もある。そして，こめ二っの言继の意味の上て' 
の結びっきにっいては, . .F ir r .fの意味のとり方に従 

ゥて!:!様の解釈がなされる。 ノ

即ち, ：，'先ずi ..First'* ぱ Bevgf\rst'.(Ul膨れ、UillJi) 
を指称するものとして考えた場合，実際に森林は厘々 

|1|頂や山陵に在るもめであるというところ力、ら,この 

" F irst"という字が"Forst‘‘に転化し森林を意味す 

るようになったと見るめである。 .
この他方で，っぎのような解釈もなされたぃ即ち，

このだ/こ は ま た •これは旣に18世紀， ハレの赏房長 

であり法俾学者であったフォン.ルレデウィッヒの箸 

述のなかにも衷明されている見解であると云われるも 

のなのであるが—— r家屋の等商い部分 J を指して 

First (ニ Dachflrsti'Firsfbaum.「殖根の棟木 J) 'ともホす-ろ. 
ように, ,,hocト"の意味をも有しているのであり，をこ 

からこの 

なった，

しがしこの雨者t/、ずれの見方にしても，そめように 

F i r s tと F o r s tとを姑びっけるととによゥて, »'プォ 

ルスト」力’、何 か （森林一̂般とは違っfc) 特別な意味を含 

んでいるということを斤 唆̂するもめとはならない。

だが, ここで, この "First" 起源読との関速におい 

て特に注目.さるべき見解として現われた.のは,新しく 

J . トリユル教授によって唱えられた説であった。

かれの論ずるところによれば, . .F o r s fは ，*First‘‘ 
にぬ来するのではあるがレそのばあい, この，*Firct‘‘ 
なる言葉は本来「棚」（Zaiin) の意味も有していたと

• ' ( 17)
考えられるのでありて,スイスの或る地方で行なわれ 

ていた興味深い用語法はそれを示しているとられる

言葉が「森林」の意味にも用いられるように
りG)

というのかそれである6
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注（18) Mantel, a.a.O., S. 183.
(19) Kaspors, a,a'。'，S. 132.
(20) ノレドルプ‘ キ-—ス救校によれぱ， ウュルテンペルグのチュ一ビンゲンの (Tubingcr FCa'st) のなかに合まれ 

るシエ一ンプップの;̂ iU小林区）についてのけ木史研究はつぎの☆を明らかにしているという。即ち，このSchSnbuch 
なるtfiiお名詞の111来について，，,Sch5n " は ，,schie", "schi"から生じすこものであって，それはり扼（によるtfflい込み) J 
を激*!̂け* るものであ>る，という。KiefJ, R,, Die Rolh d4r Forsten im  Atcfbau des mirttembergischen Territoriunis

* bis ins 16, Jahrhundert 1958, S,. 44.
(21) Mantel, a.a'O" S. 185.
(22) Kaspers, a.a.O  ̂ S , 132.
(23) Thimmo. H., Konigsgut und K6i)igsrccht nach den Forsturkunden vom 6. bis 12. Jahrhundert, A n k iv  fU f

Urkundenftn^schung 2, Bd. 1909, SS. 101-154. ,
'(24) Endres, a.aX)., S' 92. '

, - 6 2  — "

んトhiと*̂;■旧 ? ミ が  Aみて ■4;

ル ス ト 考

ものであると云う。その用語法とは，「柳への入口」を 

指す の に ，,die Forst*'を以てし，また-^方"derFomt" 
によ っ て r(他きの所有する土地のなかへ），迷い込んだ放 

牧家奋に对してその土地所有者力';有する没収権なぃし 

はその迷1/、家きi を元の所有者が取り戾すための受け渡 

し金」を造:味する， というものである。 こうしてトリ 

ュル教授は， 「棚によるUlj、、込みJ という種の法的  

観念を談論の巾心点に持ってきて， これによって「ブ 

ォルストJ の有したそのような意味合いをぽき彫りに
(け）（20)

したのやあった„

m スト説

以上,•■フォルストJ なる言葉がいかなる語源に由

来するものであり，本来どのような意味を有していた

ものでとったか, という問題に対■して試みられた説明

のいくつかを，ごく恼举にみてきたのであるが，それ

，らの諸説に共通して云えるこ'とは，foraha (forahahi),
P u r s tあるいは F i r s tのいずれにしても，すべてドイ

ツ古語を以てその解答とするところの"ゲルマニスト

説りだという点である。

その他方, これらに対•し，何らかのラテン語の中に

この語減分析の解を求めようとする"ロマニスト説"
も並びおこなわれてきたのであった。

例えぱ，最初のドイツ森林史を蕃わしすこ、ンュチィッ

サ ー (Stisser, Forst^ und Jagdg^eschichte der Teutechen
1737)は本書のなかでこのIIS]題に触れ,ラチン語 ,,fera"(21)
(野獣の意）を以てその解答としていると云う。 しかし

この説は今日では一般に否定されている。

また，ラテン語の "forum "価い込まれくtaをめぐら

され> , 規制を受けるTI湖 . ないしは，く栽判のための〉染会
(22)

所の意) から生じたと唱えるものもあった。

しかしここで，特に重要な意義をもつこととなっ

た学説として取り上げられなくてはならないものは， 

「フォルストJの語源はラチン語の ,,:foris*‘{=  (von) drau- 
fien, aufierhalb •'外部でj r除外j の意）に帰する（つまり， 

fo )-e s tis= fo r is+ e s t i s ) と す る 解 で あ る 。，：すなわち ,. 
「フォルストJ の本来の意味は rある区域を一般的利 

用力、ら除くこと，ないしその特別区域J にあったとす 

るのでもる。

ヘ ル マ ン

2 卷において(23)
的な論文を発喪した

チィンメは1909年， *■古文書学雑誌J 第 

, こ の 「フォルスト問題」を扱った画期 

ネしてこの論文において，上述 

した，,fo r is"説の立場がと ,られ■でいる。

とは、、え，この，,foris‘‘ 説自体は，何もティ，ンメに: 
よる新発見の説というのではなかった。既に他め譜説 

とならんで，この見解も早くより云われてはいた。すこ 

だ，これを十分樊証的に■説いたのは上記論文が最初で 

あ,る。

マ.ックス'‘エンドレス教授は，.ティンメ输文が現わ' 
れた後この問題についての当時の学界展望的な論文 

f■フォルスト語源考J を 書 、ているのであるが,かれ 

はそ0 なかで, . これまでこ‘の f o r i s由来説を唱える見 

解もあるにはあったとしても，それは他の立場をとろ' 
諸説と同じく何ら科学的証明を伴っての譲論とi言なり 

得て.いなかったのに対し， *"チィ，ン，メ氏は "forestis",'. 
„ fo res te"の現われる史料を年代順に諮理することfC■よ 
って，さまざまの時期^ おいて"フオルスト設定の目 

的" が何であったかという問'^、への解答に一メタ一歩近 

づいてゆき， このようにして， プオル ス トは *,foris" 
に由来したという举実を,はじめて満足し得る前確さ 

で以て証明することができたのであづたJ と述べて1/、
(24)

かれの以前においては，多かれ少なかれ— 先に，

グリム説のところでも見たように一 - r フォルストj を

て?rnつ
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1
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以 て 「王有林J (なぃしr諸侯お林J) と見做すあ，えガが

強かづた。 しかしここで，チインメによっても明らか

にされてぃる次の事実が注目される。即ち， このホが

記録に初見、されるめは6 世紀す:ぱメ ロヴィンガ期の文

書においてなのであるが, ネのぱあいこめrフォルス

トJ は，森林との閲速にお !̂ 、でではなく，水流での漁

獲権を意味しているものとして翅解されなくてはなら

な(ぃ，とぃう点である。更に，王お林をi jH "■語徽とし

ては训に',,silva regis*'な，るず-も用ぃられており， ますこ,
forostis Windegonia と .'silva’ . Vitconia (Wimle おonia ニ
Vitconia), forestis Ardinna と silva Ardirta 'のよ

(27)
う，な fo r e s t isと s i l v a のOf-用が旗々見られる事まなど 

力、らも，. . , J o m t i s * 'という言禁（なぃし概念y，>こは何か 

特別な意味合いが含まれるものと見るべきことは明ら 

かである。 チィンメは， rスォルスト」によっで意味 

される実体となるものには勿論森林も合まれはするが , 
それは，その他のもの，例えぱ牧草地とかプドゥ細な 

どと全く同列!■こおかれるベきもめセ，

特別の重耍性を帯びるわけではなか - 
いる (ただ，これはスランク時代について云えることであゥ 

て，ザクセン朝期はこの発展史の上で転換となり，.JffresHs'' 
はこの時期に入ってから，漸次 r激沐におけ:る狩旅独占J の意 

を体するものとしての性格を色濃く示して来るので;^る。つ 

ま.り，こ.こにおいてr ブォルスト_}は，何よりも先ず‘‘森林*’ 
について云われることどなる）。 要するに,ティンメ説の 

核 心 は rフォルスト」を以て或る種の "法的概忿"を 

まわすものと見做そうとするところにあった。-
とも力、く，，,Forst"の有した "法的区域" （Rechtsbs-(30)

zirke) としての性格を正しく指摘し俘彫りにしたティ 

ンメのこの論文によつて， [ フォルスト問題J は新し 

く Mに学問的な議論の展開の礎を置かれることとなっ

た。

他に比べて何ら (28) ‘

•た.， と|1 命断して

しかし嘗てはむしろドイツ語起源説の方が有力 

でもった。

‘ 19lit紀後半に， ドイツ林業史研究において権威で;fc
つたA ，ペルンハル ’.ト，とA ‘ . シュ‘ヴア.ツパツ.ノ、 とも

に，各々この間題をとり_hげた論文を書いている。そ 

の際，ベルンン、ルトは一— 十分明確な結論は出し得て

いないのたか' "とも力、く’，.專らゲルマン語説によ，る(31)
解答を試みているしまシュヴァッバッハの方も，そ

れまではむしろラチン諧説に妬いていたのが，この論

文を書いた時には，明確にゲルマン語説を:!£張するよ

うになっているのであった。

しかも, チA ンメに対して上述のとおりの評価をな

したエ、ノドレスlaj身，その以前においてはむしろゲル

マュズト説の力をとっていたi ：云てよいめである。

即ちュンドレ乂は, 今 日 に 、たるまでドイツ林政学め

最も箸名ヤ数 )おを重ねた教科書 ..Handbuch der Forst-
politik"を著わしており，その序論においてこ.の 「プォ

ルストとは何か」という問題に触、れてV、る。ところが,
《33) . . '

そのぱあい，1905ぶf に出た同書初版の序論では， 「フ 

ォルストの語i i については今なお確然としなV、のであ 

るが，普通説かれているもののうち， fera (ニWild),: 
foris (= auBerhalb), foraha (=Ffihrenwald)，その他よ:り 

生じたと考える見解は、ずれも十分満足のゆくもめで 

はない。諸説のうちもっとも適当であろうと思われる 

ものは， ドイツ古語の fiirst. (ニ Vorderster, Vorsteheト） 
に出来すると見る説でる J とする考え方なのであっ 

た„ それが， ティンメの班從が発表された 190 9年を 

挟んで、， 先に举げた論文および上記 "Handbuch der 
F orstpolitik"の館 2 版では， foris" 韻をそのまま 

っている。 '
flij述したシュヴァッバッパなどの時代にかわって， 

20111：紀初めには新しく林業史学の権威となったエンド 

レスにおける,上に触れたとおりの変説は,=チィンメ説

>±(25) Thinime, a.a.O,, S. 1 0 2 .また，これより三世紀を経て， 9 世紀における史料めなかにも, , /oresfが'が同じく商獲 

権の意に解されるべく いられている2jf例が見られるという*
(26) Ebenda, S‘ 103f‘ ，

(27) Ebenda, S . 105.
(28) Ebenda, S. 107.
(29) Ebenda, S. 127ff. ,
(30) Kaspers, a.a.O.» S ' 130‘
(31) Bernhardt, a.a.CX, S. 115ff. *
(32) Schwappach/Ao Zur Bedcutung und Etymologic Wortes ♦*Porst*\ Farsltoissensc/ia//lic/ies Cm tralhlalt Jg.

6,1884, S. M5ff,
(33) Endres, M‘. llandworterbuch der ForsVpoliiik L Aufl. 1905, S. 4f.
(34) Kndros, M.，HandxvorUrluch der Korsipolitik 2‘ Aufl. 1922, S‘ 4f.
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：7 ォノレスト.者

h 4

力，〜研究史上に有した意義を，そ してまた旧いゲルマニ 

スト説から新.し'/、.ロマニスト説へという .rフォルス々 

問題」研究の励向を端的に示しているものと云ってよ 

い。そして，クルト•マンチル教授も書いてい‘るよう 

に，この論力;でエンドレスが新しくこの立場をとって 

は来今日に、、たるまで，（特に林業！ 究あのも、、だでは） 

この，,fo r is "由来説力';ほほ’通説になっているとするこ 

とができるのである。

しかし说在すべて fl3題は解決されたというわけで 

はなく , これへの反論もいくつ力、傘げられる。

先ず，このロ'^ ニ スト説に対して， ゲルマニストの

立場から, K ，マンチ ル は 一 横極的な反論とは云え

ないが一 - , ,F o r s t"は ,,First" ( •■椒j ないし『囲い込みj
の意味でのそれ）よリ転イ匕したとする前記トリエル説を

以 ヤ （それは，言,請お学め侧においては未だもづJな説となゥ

ていると:.は云い0 いと.はしても〉マンr ル身による林業

史研究の成リミとも極めてよく合致すろものであるとし (36)
.て, これを採ゥている。’.，'，

さら^ またカスバースは，ロマニスト説の立場に*  
ゥて， 基本的には， ティンメ説とともにレノォルス 

トJ は起源的に"除外" （aufiertalb) の意を含んだ慨念 

でろとしながらも，より詳しV、言語史的研究より見 

るならぱ，" fo r is"ではな:くヶル，ト語の"dvorestu-‘‘か 

ら .,forestis’’ が生じたとすべきものである.と説明し 

ている。

要するに，無主のな、.しは共同利用の森林から「プ 

ォルストJ を 剑 出 （rね走) するために， 国王禁制権に 

よってこれを公共的な利用の外に置くのである。そし 

て， この言集の語源ないしは（それと紹びついての)原

義を繞 .クて，そ の " fo r is "よりの{in来を唱える口-ダニ 

スト説をとるとしても， るいはまた,ゲルマユスト 

説として最も注おされるwFiKJt" 起源説の侧に立ゥと 

しても，いずれも，上記の如き r フォルスト丄の性格 

にっながり得るものは有っている。ただ , この•■フォ 

ルスト丄として設定の対象とされるのは,必ずしも森 

林そのものである必要はなかった。水流や草地，また 

荒痛地などが rプォルストJ とされて "使い込まれる" 
ということもあったわけであ .る。 しかし中世中期， 

特に 10世紀以降は，漸 次 "蔣林，’がその庚体となゥて

いく.のであっ，た。 , , / '
; • .  ' , -

IV r フォルスト J の歴史的意義

上述のとおり特にへルマン，チィンメ以降ネきく進

展することとなったこのプフォルスト間題J は，新し

く,歴史学者とりわけ社会経済史家たちにょっても取

り上げられ,ドイツ史のなかでそれが占やる意華を明

らかにしょうと’する研究がすすめられてきた。例免ば,
グレックナ一およびべトゲは20 年.代にお '/、て , ®■社会

経済史オタ;t b 誌上に各々このチーマに関する問題を扱

った論文を発ましている。 ■
しかしドイツ国制史の基礎にっいて論じた際にチ

ィンメめ研究を収り上げて， こ の 「フォルスト間題J
というもの力;歴史，特にドイツ史のなかで有した意義

の别块を試み，この点の開明こそドイツ国制史の展開

を理解する上で最大級の重要性を有するチー'^に属す

ることを示そうとしたのは，テオド一ル♦ マイヤ一教 
, (41)

授であ 0 た。

ドイッ国制史の盛本的特性は所謂「二元的国家構

注 (35〉 ，この|}聰に触れた新しいものの一"'3 として，例えぱヘスメルほもその謝# のなかでこの，，fw is‘‘ 説を支持している。 

Hesmer, H., JVafd und Fm'stvnrtschaft in  Nordrhein-W estfalen  1958, S, 408.
(36) Mantel, a.a'O" S. 186.
(37) Kaspers. a.a.O., S' 132f.
( 3 8 ) また，反論というのではないが- 前にも述べたように， *■クルーゲV ドイツ語々源?i m j では， 旧ゲェツツェ版か 

ら新しいミツカ版になってからゲルマニスト説の'W評価がなされている。 ■
(39) Iヨ本訪の「森」というR葉についても，あ•る程度これに似たことが云えるのだともいわれる* 即ち* もり’’なる 

詔はお'规の殺を-イYし且祭制の:なを食むが如きは注E1すべき点にして独乙語のP o r s tと和似たるは一翁と日はざるべ 

からずJ と。 (M力 蔵 「林学の木!J⑩体系に就てJ 筋ニ章，*■大木山林会银J 368号，大正ニ年七月号, ニ冗H 以下)》

(40) Glockncr, K„ Bcdeutung und JiJnUstehung' des Forstbegrifffj, VS'WG, Bd. XVH. 1924.
Bethge, 0„ tJber >Bifangc<' KSHゲG. Bd. X X ,1928.

(41) Mayer, Th‘, GetschichUksho Grundlagon der Deutschon .Verfassunも in Mittelalterliche Stndien, .1959, SS. 77- 
97. これははじめ Schriiftcn der hessischen llochschulen, Universitat GieBon, F g .1933, H . 1 に発!^されたが，. 
後に上記論文如こ収められたもの。ここ.では, .，この論文においてマイヤー力’、論じズいるところに依り，ながら， ドイク 

U!における•■フォルストJ の窓殺をみてゆきたいぃ

--- - 一，- ら4  .... .
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造J にある。それは，共にフランク帝国的伝統の同一 

要素のなかから出発'しながらも中央柴権的国家体制へ 

の途を迪ゥたフランズに比べて.対照的な発腰をホし 

たものでちった。そしてマイヤーは，この両者発展の 

相違の間には，邀なる発展段階的な差異m h )などで 

はなく，もっと, ドイツ的本質とも称すべき事情力';根 

ざして、たのだとする。即ち， ドイツでは， レ一 ン制 

の網のに属さず，最高iサ主としての国王とは何らの 

か か わ り あ も 有 さ な い IIIrね所有地（Aiiod) を支配 

する高級貴族の統治が存在し得たということなのであ 

るが, では，そのような特殊な公権，自化的統治権は 

何に由来するものなのか。それらの高級贵族とは. I 、 

かにして生じたものでったのか。そこに間題がある。 

し力、しこの問いへの確力、な解答は与えられていない。 

マイヤーは，これまで試みられてきたいくつかの説明 

はいずれも満足のゆくものやはないとして，ここで新 

しく， r開壁」ということに注0 するのであったレ 

力、れは先ず東部の新地ドイツに目を向け.例えぱザ 

ルツプルグ大司教領が本来開壁地から出発してラント 

諸侯傲を形成した事例その他の諸現象にお、、て顕然た 

る 「公権の創造源としての"開懇事業，，J という事実 

(ないし視点) を抽出してくる\そしてこれを想定した 

上で?9 び西へ戻り，このような視角を以て見てゆくな 

らぱ，このドイツ本土においても結局は東と同じよう 

にへルシヤフト形成の原動力としての"開塾，，を認め

得るの't?あゥて，.それはクィ，.ッ，トゲンシ.ュタイン伯傲: 
その他についての諸研究力’、示すところである，とする。

かくて，々 イヤーの結論はこうである。 開聖事業に 

おいで目覚ましい働きをなした貴族が,それによって 

特権的地位を獲得したのではなかったか」 と‘ |tl生的 ,
い換えれぱ国王よ ':り与えられたcbで な い 公 権 一 な  

いしは , その基本的要素としての上级敦判播 1 は 

•■開懇地域J のめ部において行使されたぶするのでち 

.る。つまり . この開懇事業を突行した貴:族は，公益の 

雄 持 . 拡大のために働き , その意 5̂ ^で機能的には公権 

を行使したことにもなるという事情に基づくので*あっ. 
た。そしてこれは， フォン . ベロ ^-が打出し た .,Ge- 
richtsbarkeit a d e lf*との原則めみによて説明付けよ 

うとする思解を批判し逆に ..Adel verieiht Gefichts- 
barkeit” という公式を強調すべきことを唱えたものて， 

あったとしてよい。

ただ，このように考えでみるとき*歴史上めそラ 

い y 大き、、出来事である賊り一一それは何らかヵ記お- 
のなんに， ( ドィッ人の®々用いる表現ヤ云えは）そ の "沈： 

減" Niederechlagfを残している律のもめと思われる故 

これを見出さなくてはならないとする。そして，ここ 

に繁ゥてくるのが前述の「フォルストとは何で'あ:^た 

力M という問題に他ならない。

こうしてマイヤーはチィンメの研究を取り上げ,そ 

のドイツ史学上での評価を試みるのである。

注（4 2 ) 冗百年Iliiにわたってロ**̂マの支配下にもったフランス（西フランク）の国ま制度は， P•— マ的伝統を継しこれを 

仲ばしてゆこうとする行き方であって，そとではローマ的国家に做った元的国家観J 力，、保たれた& グラーフの制 
度も，ロ マ的統治体制のなかにうまく組み込まれ融合された族のものとなっている。

これに対して， ドイツでめグラーフは既存の統治組織のなかに嵌め込まれたなどというものやはなく，逆にダラー 

フによる支配の方が先にもって，これを統合することによってはじめて出来上がったのがドイクめ中央国家体制であ, 
る。また，ゲルマン的栽-判制においては，中央国家権力に由来するものだけではなく，これと並んで人民载判所がfft 
耍な意義を有していたa そし* ^ ,クランク帝国/ • 制度がそこに移入されても, 実際には，それが貫徹して行なわれ. 
公生活-を支配する力、たちりものとはならなかったのでもる。さらに， ドイツでは, パイュルンのタッシロ公にもみら. 
れるよ * )な王権に山来しな\/、権力を行使したa ホ的部族大公領が形成され，また， レーン制が入れられてもフランス 

におけるはどに极を下ろすととはなく ,  m 耍性を帯びるに至らなかった。 ドイツでは,まゥ たく 権とのつながりを 

有さず， レ-*ン制も本来これに対して意味をもたな、、ような高権一 一士地と人民とに対すもJム魄な自生的支配権 

力;存在したのである。Mayer, a.a.O., SS‘ 77-86. '

( 4 3 ) との高級)?t族 （所 謂 D y n a sten )は自生めな上級栽判権を行使しそれによって， グラーフシャフトという国家紘 

律?から外された領域—— Bannbezirke, weltliche I m m u n i t a t ■が成なした。三百•たらずを数え，九世紀頃力、ら次黎 

にはっきりしたもめとなってくるこれら高极爽族は，一っの親族旧を形成する。そして，この所謂"旧"ドイツ諸侯 

身分は， レ" ン阅係によって国エfcifj:梭結びっいた新しい家のもめとは明確に区別されるものであ。た。 Ebenda, 
S. 86f. . ， •

(44) プレスラク司教は0H撒が情にるづいてをめ広大な支配飢域を得ており，司教のこめt (地とをれに骑按するシュレー 

ジ：t 'ノ公のt ir h との境界線は, この開型が及び得た地城までということヤ以て走められている。また,ぺマメンでも 

これと和似した;!M象力，、且1.られる。EbemJfl, S. 8 7 f . ' ，

(45) Schlesinger, DU IM esherr& ch aft des f k t r m  von Sdm ibur^  1954, S. 42.
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[フォルストJ とは何であった力、。それは "foris".に 

語源を有することによって本来「除外J の意を含み，

..，r成る一 定̂区域を一般の利用から*あるいはまた ------
とe；では# にこの点に重要な意味があるのだが~一一•一 

般的な国家統治から除外すること,ないしはその除か 

れた特別区域J を原義とした。ただ，ティンメなどの 

見解とは相違して , マイヤーにおいてはこの•■ブォル 

ストJ 区城での開望権が特に重視さるべきであった。 

即ち，この概念は，森林における狩滅といったことだ 

けでなく，をの森林 Cないしその周辺）において行使さ 

れるその他の森林利瓜とりわけ "開懇権"をも含む 

ものなのである。

マ.イヤーはこ の rフオルストJ 力、記録の中で実際に 

用V、られているいくつかのぎ例を举げているが，その 

なかでも次の点は最も示唆に富む事実であると云って 

よい。

10世紀頃，ザルップルグ大司教は厘々全く国王の特 

許を得る ；̂とな< 開11を行なったのでちるが， この所 

飯の所有を一層確かなものとするために，或る時ゆ 77 
i p ) 特権賦与•の皇帝文書が傷造されている？>.で ib る。 

ころが , その場合， この開懇地r おいて大司教は全面 

と的な支配権を行使していたのでるにも拘らず,か 

れによって偽造された文書には，グラーフシャフトと 

か （上級）栽判権，ある '̂ 、はインムュチ-トなどを賦与 

する旨明記されているわけではなく . た だ 「プォルス

トJ 特権を認めるとのみしたためられているのでつ 

た。そこに示されているのは，こ の rフォルストJ 特 

権の賦与ということが収りも直さず， 山地所おのた 

めのタイトルとして十全なものと見られていたとの事 

実に他ならない。そしてとのことは， rスォルストJ 
概念の意味内きと意義とをよく表現しているのであつ 

た。

従力て，次のことが云えよう。

rフォルストJ. , J o f e s t i s \ 郎ち公権獲得の源:)もとし 

て -一- それが全てとは云わないとしても，少なくとも 

-一~■!£倒的に大きな意味ぢ有するものは"開態"でも 

つ たこと。そじてますこ. 新しく開拓された：:I：■.地にその 

. 本拠を占めない高級贵族というのは唯の一^例さえ見出 

すことが出来ないI t からしても,かれら高後貴族の特 

権的地位はこの .. f o r e s t i s 'より引き出されたものと見 

做すととができるという事 実̂ , これ'である。即ち，開 

懇事業による生活空間の拡大という重要な機能を果た 

すことに基づいて公権を獲得するのである。それは王 

■権による特許賦与があろうとなかろうと基本的に変わ 

りほない。従ヶて， ドイッにおいて公権は, 中央ffl家 

権力より派生したものとは限らず. 1 ま生的なものも存 

した。つまり，公権の成立についての顕著なニ元性が 

そこに見られたのでる。

.フランスにおいて公権はつね{■ぐ-"一'19主権力から合

••主（46) jVTj,カスバースによれぱ，1357ザフランスの成る文書にお'̂ ぺ "forest"と .,deffors'. (=draulten. au5ierhalb) と 

が同置されて， ：られているのがみられるという。つまり，この接iな，中I!]：後期においてなお‘，他 .est" なる言煎こ 

はその語源めな意味がそのままに生き続けているのである》Kaspers. a.a.O., S. 132.
( 4 7 ) 力、れは，チインメやその他の成おを利i l lしながら. 他にも次のようなホ'例をポげているぃ即ち，U>スペインで’

懇地についての或る文において，これに（上.級）裁料権の結びつくことがtt:-かれており，また《2>ザンクト* カレン 

およびブルダの修道院文廣でも. インムニチー.トカ.；fo re stisと記されている。Mayer, a.a.Q.‘ S. 91.
(48) Ebenda. S. 91. ,
( 4 9 ) 先をこ, . マイヤ一が, . 部ドイッに' いて明らかにされた諾ポ情を族にして，r公権の剑遭源としてのセ '業’ J 

という祝点を想定したことに触れたが，この認識と問題意識とを以て特にヘッセンないしライン中流地贼に!ぐをヌけ 

てみるならぱ，そこに，極めて特徴的な事情，ホ tけ べ き炎を見 Wすと云）。

へ、"センはクエッチラクなどのように最もホい定住地を含む。が, 同時にまた，これに隣接して，タウヌス，シュ 

ぺッサルトの他のブランク時代以来はじめてI)■によゥて定住さH るようになった地域も杯在している。そして， 

この地域における极i，t族とその所在地とのけJ係を見るならぱ次のような点、が明ら?5、となる。即ち，かれらぶ級设族 

力*、最初に居をtiiめたのはホいうn住地においてであっ，たとしても，：それも辺境地域にあたるところでもり，やかてそニ 

から移って，絡局本拠は上述のような新しく開盤された土地に{ほかれることになっている。そしてその地に. 祭•制 

域が, あるいは広大なヘルシャプトが，また腿々ラント諸ほMまでもが形成されることとなるのでもった，のみなら 

ず，ここ' 特に化0 される事突は, ’ この地方の古い足住地のいずれにおいても謝设族がそウ"'ルシャフトを絶き上 

げたという例はただのーつもなぐ，この地域にはどこの村落にでもi iW しれ}るようなiJi摸の極めて多数の下潜V(族 

がひしめきあゥていただけでるという.聯 で ，この点は特に⑩調されなくてはならないとする。

また，これと同じようなことは，例えぱ，ヴュ/レチンベルクで信遗I旧制め所f {の所在分布はめんど卯想された地 

域に限られており> "lUいうiびW也でf cった場所ではこれを欠いているというように，..ドイ.ンの他の地方にがいてもみら 

れると云ってよい* Ebenda, S. 89f,
    66  — ~
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法的に賦与，されると，非合法な算想によるとを問わず 

— ® 家権力をその源泉とするのに対しドイツでは , 
I® 家権力より派生することなくしかも合法的に公権が 

成立し得た。 ドイツにおけるとのような公権の成立 , 
国制史の特性を理解させるものがまさに，_/oma's‘‘の 

厨用に他ならなかった。そしてそこに , rフォルストj 

の服史的（とりわけ(1制史とでの）意義があり， 政治的 

意ゆが存した。

V 紹 語

ここにおぃて留意す'べきもう一の側面がある。

ドィッ史におぃて, 所謂人的結合国家の色彩が強ぃ 

なかから領域国家の形成もぃかに説明付けるかは容易 

な問題ではないが . ここにおぃても rフォルストJ 概 

まは問題解決の緒ロを与えるものである。

中[11-の多くの権利が重疊的である（ゲメンゲラーゲ〉

とV、う点から見るならぱ, 「フォルスト」なぃし森林 

高権は特異な，そして極めて重要な性格を有すると云 

わなく-てはならな.ぃ。..即ち,-そり一円性とぃう点であ 

る<10/了てれは，護送権につも、て云えるのと同じ性格であ 

った。これらはレ ガ リ エンとして最重耍のものに数 

えられるわけでは決してなぃ。 しかしこれらが有す 

る一円性とぃう性格によぅて,‘そのレガリァ区域は領 

土の一円化,また拡大の目的を追求する上で重要な手 

段となり,得るものであづた。それは，所謂一円的テリ 

トリゥムにとってその「原型と前段階」を成すものと 

云ってよぃのであり，それ故，15世紀頃の史料に旗々 

-Land und P o i^ t"というま現がされているのは決して

個然なことではない。また，1600年頃作成されたと思 

わ れる rヴュルチンベルク公領地図誌J if、, 本来森林 

地図たることを目的としたのではないにも拘らず，ア 

ムトなとではなく森林!^ (Fgrstbezirke)'を基準とし， 

これによる領内の区分法をぽ用して書かれているとい 

うのも，それ{こよって一円的なものとしてのラントを 

描かんとしたところにその真意があったのだとk f f 。

ミッタイスが， r全中HLを通じて，国王—— および， 

後には諸侯—— の森林高権は,実力の源束として第一 

級の重‘耍性を有していたJ と云ったの( f , 上にみてき 

たような「フォルスト」の政治的意義を指すのであっ 

た。 ’
即ち， ドイツでは， 「レガリ一ょンは森の奥深く沈 

み込んでしまった」（ヘルボック）のであり,開懇権を 

伴うが故に特に重要な意雄を有する森林権をその手中 

に収めた諸侯は，やがてそめ開I I地域に各々の傲域国 

家を建設していった。

森林，フォルストとは，f (国君主がそこに自分の 

自分の世界を築き上げでゆくべきその基盤に他なちな 

い。江戸期林政思想家のiE頭に挙げられるべき熊派蕃 

山 が r山は® に有て第一高きもの也，君の象なりJ (集 

載外書卷七）と言った言葉の意味をそこに氣るン即ち 

森林とは，</、わぱ支配者権力のシンボルとも云った意 

味を内に秘めるものなのであった4
I 本稿は，高村象平教授の御指導のもとに作成し昭和\
45年 3 月に提出した]^士論文《■ドイツ林学成立の背景J
、の r策 1章 ，序| | i j に僅かな後正を加えたものである* I

(大学院経済学研缴科博士課程）.

注(50) Knapp, Th., Neite Beitrage zu r Rechts- und Wirlscfia/tsgeschickU des mirtemhergisclien Bauernslandes 1 Bd 
1919, S. 32. ' '

(5り Kiefi, S. 1371 、

(52) Ebenda, S S .130-2. t，% この点との関歉C注目さるべき研究成果の一つとして，シグマリンゲン公Mの ゆ 界 貌  

が146(Kpに定められた紘それは,まずっと以前よりそとに布在してW こ海 柳 挑 (Poi-atgren^n)をネの原朋> 
してこれに•従つ't いるものガ，あった，というさが明らかにされている。 Kbenda, S.ス ^

( 5 3 ) ハインリッヒ• ミッタイス（世度訳》r ドイツ法制史概脱J 751：,
，( 5 4 ) このへルボ'ツグの言粟は， ミッタイス，同上貧}, 209Mよひ';/はfj。
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